
登米市登米総合体育館 

臨時休館について 
 

 

この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した施設運営につきまして、下記のとおり臨時休館することとなりました。 

日頃ご利用いただいている皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します 

なお、日々状況が変化していることから今後さらに措置を変更する場合がございますので、ご了承願います。 

臨時休館期間 

令和 2 年 3 月 4 日（水）～3 月 31 日（火） 
※なお、登米武道館、登米総合運動場も同様になりますのでご了承願います。 

 

指定管理者  特定非営利活動法人とよまスポーツクラブ蔵っこ 
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